
－令和７・８年度－ 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 要 領（追加受付） 

【 建設工事 】 及び 【 測量・建設コンサルタント等 】 

  

１ 受付、名簿登載期間 

区分 受付期間 ※１、２ 名簿登載期間 ※３ 

追加受付 
令和８年２月２日 

令和８年２月２７日 

令和８年４月１日～ 

令和９年３月３１日 

   ※１ 県内・外問わず、受付期間は共通です。また、上記受付期間以外の随時受付は実施してお

りません。 

   ※２ 土日祝日を除く。持参する場合は午前９時～正午、午後１時～５時に受け付けます。 

   ※３ 名簿は令和８年４月以降に町公式ホームページに掲載します。 

 

２ 申請資格者 

 中山町の入札参加資格審査を申請できるのは、次の全ての要件を満たす方となります。 

 ① 入札に係る契約の締結する能力を有する者であること。 

   ※ 成年被後見人若しくは被保佐人でないこと。 

 ② 破産者で復権を得ていない者でないこと。 

 ③ 各税（※提出要領を参照）又は消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

 ④－１ 役員等（個人の場合はその者、法人の場合はその役員又はその支店若しくは常時建設工事

の請負契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。）が暴力団員でないこと。 

  －２ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。 

  －３ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等していないこと。 

  －４ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。 

  －５ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

 ⑤ 法律で義務付けられている社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）加入がなされて

いること。 

 

３ 申請書提出先及び提出方法等 
 《提出先》  〒９９０－０４９２ 
         山形県東村山郡中山町大字長崎１２０番地 
         中山町役場 総合政策課 まちづくり推進グループ 宛 
         ℡ 023-662-2118（直通）、fax 023-662-5176 

 

 《提出方法》 郵送又は持参 

郵送の場合は受付期間最終日の消印有効。 封筒には、「入札参加資格審査申請

書（追加受付）在中」と記入してください。また、受理印が必要な場合は、返送先

住所等を明記した返信用封筒又はハガキ（いずれも切手貼付）を必ず同封して下さ

い。 

 
 《提出要領》 中山町のホームページからダウンロードしてください。 


